
別紙２

都道府県名：

・高齢期の要介護状態を招く原因は加齢による筋力の低下、脳血管疾患、認知症等が上位を占
め、特に要支援や要介護１、２の原因をみると、高齢による衰弱や骨折・転倒等が多く、フレ
イル予防が重要課題となっている。
・高齢者が住み慣れた地域で、自分らしく暮らし続けるためには、高齢期を迎える前から健康
づくりや介護予防について知り、一人ひとりが、できるだけ早い時期から介護予防に取り組む
ことが大切。
・要介護状態となることや重度化を防止するために、市町等が実施する介護予防を推進するた
め、リハビリテーション専門職等の積極的参画を促進し、地域における介護予防に関する住民
主体の通いの場等の取組の充実を図り、その活動が継続できる地域づくりが求められている。

　取組の実施内容、実績

◆住民主体による介護予防の取組を推進するため、市町担当者に対する研修を開催
　・介護予防に資する通いの場の設置数　R4　1,716カ所
　・介護予防事業担当者研修会：参加者42名
◆介護予防ケアマネジメントの適切な実施を図るため、地域包括支援センター職員等に対する
研修を実施
　・初任者研修：参加者 99名
    ・現任者研修：参加者 35名
◆食生活改善推進員を対象にしたとちぎフレイル予防サポーターの養成
　・養成者数：206名（R6.3末現在905名）
◆高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施を推進するため、とちぎフレイル予防アドバイ
ザーやとちぎフレイル予防サポーターを活用した事業を広域健康福祉センターごとに実施
　・11市町16回
◆高齢者を対象とした従来の介護予防を推進するだけでなく、幅広い世代を対象に介護予防
（フレイル予防）についての普及啓発等を推進するため、孫世代と一緒に楽しく体操ができる
「ウィズまごダンス」を活用するなど、新聞への掲載やテレビ番組放送等を行いました。
　・新聞広告　　10回
　・テレビ番組　19回
◆フレイル予防対策を推進するため、新聞・バス広告・リーフレット等を作成・掲示・配布
し、普及啓発を実施
◆加齢性難聴の早期発見・早期対応の推進を図るため、リーフレットの作成・配布（30,000
部）、講演会の開催（１回）、通いの場における講話の実施（３回）等による普及啓発を実施
◆厚生労働省が実施する地域づくり加速化事業に支援者の立場で参加し、介護予防事業等に課
題を抱える２市町に対して伴走支援を行った。

　目標を設定するに至った現状と課題

介護保険事業支援計画に記載した、市町村が行う自立支援、介護予防又は重度化防止及び介護
給付の適正化に関する取組の支援についての目標（令和５年度）に対する自己評価結果

栃木県

ア　取組の支援についての自己評価結果

　項目名

自立支援・介護予防・重度化防止の推進



※複数項目に分ける場合には、項目ごとに様式を分けて記入する。

ウ　まとめ（ア及びイから考察した現状・課題と対応策）

・通いの場等で活用できる各種専門職の人材育成や優良事例等の横展開を図るため、研修会等
（フレイル予防サポーター養成研修、リハビリテーション専門職等研修会等）の開催を通じ
て、市町の取組を支援する。
・市町ヒアリング等を通じて、市町の現状や課題、ニーズの把握に努めるとともに、研修や各
種アドバイザーの派遣等による個別・伴走支援、好事例等の横展開を図っていく。

・自己評価結果（◎：達成率80％以上、〇：60～79％、△：30～59％、✕：29％以下）は、自
立支援・介護予防・重度化防止に資する取組と目標として、市町が掲げた項目数全44項目中、
◎：13、○：28、△：3　という結果であった。
・新型コロナウイルス感染症が５類へ移行したことにより、各種事業の縮小状況に回復が見ら
れる。
・介護予防教室等の参加者についても回復傾向にある。一方で新型コロナウイルス感染症の影
響に伴う身体機能等の低下による要支援対象者の増加も見込まれることから、さらなる介護予
防等の取組の推進を図るため、住民のニーズ把握等に取り組んでいる。
・地域包括支援センターの相談対応件数は増加し、複雑、困難な相談も増えていることから機
能強化を図る必要がある。
・リハ専門職等の多職種連携による地域ケア会議の実施が着実に進んでいるが、課題の抽出と
施策化に過大を感じている市町もある。

◆能力及び技術の向上、並びに関係機関との連携強化を図るため、医療・介護の連携や認知症
支援、地域ケア会議の展開手法等について、地域包括支援センター職員を対象とした研修を実
施
　・地域包括支援センター職員研修
　　初任者研修：参加者45名
　　現任者研修：参加者46名
◆地域包括ケアシステムの構築における行政の役割や組織横断的な取組の必要性等について理
解を深めるための研修を開催
　・地域包括ケアシステム構築に係る市町職員養成研修
　　初任者向け：参加者　25名
　　フォローアップ：参加者　14名
　　管理者向け：参加者　13名

　自己評価

・新型コロナウイルス感染症の影響により、高齢者の外出機会や社会とのつながりが減少した
ことで、身体機能や認知機能の低下の恐れがあることから、引き続き県として、市町が取り組
む、多様な通いの場の取組や地域における支え合いづくりを支援する必要がある。
・各市町において、地域で高齢者を支える仕組みづくりが積極的に推進された結果、地域包括
支援センターの設置、地域ケア会議の開催、生活支援アドバイザーの配置や協議体の設置な
ど、介護予防・日常生活支援に関する体制は、概ね整備されたが、地域により社会資源や住民
意識、市町の体制等が異なることから、取組の進捗状況に違いが生じている。

イ　管内保険者の自己評価結果の概要



別紙２

都道府県名：

・「高齢者の暮らしと介護についての意識調査」によると、生活支援サービスとして自宅で暮
らし続けていくために必要と思うものについて、「通院・買い物などの外出時の送迎」が
37.3％と最も高く、次いで「配食など、定期的な食事の準備」が23.4％、「庭木などの手入
れ」が19.8％、「見守り・安否確認」が15.6％であった。外出時や食事の支援に加え、環境整
備や見守りといった、暮らしや心の支えを必要と考える方が多いことがうかがえる。
・高齢者の単独又は夫婦のみ世帯や認知症の方の増加が予測される中、高齢者が住み慣れた地
域で安心して暮らしていくためには、医療、介護、福祉の公的サービスだけでなく、外出支援
や配食サービス、見守り・安否確認等、住民が互いに助け合うインフォーマルな生活支援が、
実情に応じて提供される地域づくりが求められている。
・市町に配置される生活支援コーディネーターや圏域毎に設置される協議体によって、地域
ニーズや資源の把握、関係者のネットワーク化、担い手の養成、資源の創出等が進められてい
るが、地域により社会資源や住民意識等が異なることから、その取組状況には違いが生じてい
る。
・住民主体による生活支援サービスを整備するためには、その担い手となるボランティア、Ｎ
ＰＯ等の地域資源の発掘・人材の育成を図る必要がある。

　取組の実施内容、実績

◆生活支援サービスの提供体制の構築を促進するため、資源開発やネットワーク構築、地域の

支援ニーズとサービス活動のマッチング等を行う生活支援コーディネーターの養成を実施
　　・生活支援コーディネーター養成研修(初任者)：参加者46名
　　・生活支援コーディネーター養成研修(現任者)：参加者27名

◆（社福）栃木県社会福祉協議会との共催により、県内の住民主体による支え合い活動実践を交

え、地域住民の身近で自然な支え合いの大切さを学び活動を広げていくことを目的とするフォーラムを開催
　　・“住民主体”の地域支え合い推進フォーラムinとちぎ　参加者　133名
◆市町における協議体やコーディネーター業務が円滑に機能するよう、アドバイザーを派遣し、

協議体の設置運営や生活支援コーディネーターの活動に対する助言等を実施
　　・生活支援体制整備アドバイザーの派遣　5市町（7回）

◆（社福）栃木県社会福祉協議会との共催により、行政と社会福祉協議会が取り組む地域づく

りや関係者との連携体制構築の状況を共有するための情報交換会を開催
　　・生活支援体制整備事業に係る担当者情報交換会　参加者101名
◆地域包括ケアシステムの構築における行政の役割や組織横断的な取組の必要性等について理

解を深めるための研修を開催（再掲）
　　・地域包括ケアシステム構築に係る市町職員養成研修
　　　初任者向け：参加者　25名

　　　フォローアップ：参加者　14名

　　　管理者向け：参加者　13名

　目標を設定するに至った現状と課題

介護保険事業支援計画に記載した、市町村が行う自立支援、介護予防又は重度化防止及び介護
給付の適正化に関する取組の支援についての目標（令和５年度）に対する自己評価結果

栃木県

ア　取組の支援についての自己評価結果

　項目名

生活支援体制整備の推進



※複数項目に分ける場合には、項目ごとに様式を分けて記入する。

・自己評価結果（◎：達成率80％以上、〇：60～79％、△：30～59％、✕：29％以下）は、生活

支援体制整備に資する取組と目標として、市町が掲げた項目数全28項目中、◎：10、○：16、
△：2　という結果であった。

・協議体の設置・開催、生活支援コーディネーターの配置等を目標に掲げる市町が多い中、協
議体の設置や生活支援コーディネーターの配置は着実に進んでいる。
・地域の話し合いや活動については、課題解決に向けた取組が実施されている。
・地域住民が高齢化している中、生活支援サービスの担い手の養成・確保が引き続き、重要で
ある。

ウ　まとめ（ア及びイから考察した現状・課題と対応策）

・生活支援体制整備事業は、市町により取組状況や課題が異なることから、引き続き市町の実
情に合わせた支援を強化していく。具体的にはアドバイザー派遣事業を市町が利用しやすくな
るように内容を検討し、利用促進を図る。

　自己評価

・生活支援体制整備が進んできたことにより、地域における支え合いの取組が進んできている
が、地域によって社会資源や住民意識の違いにより差が生じている。

イ　管内保険者の自己評価結果の概要



別紙２

都道府県名：

・認知症は誰もがなりうることから、認知症の人が住み慣れた地域のよい環境で自分らしく暮
らし続けるために、認知症の人の視点に立って認知症への理解を深めるための普及・啓発を推
進するとともに、地域において総合的かつ継続的な支援体制を確立し、認知症の人にやさしい
地域づくりを推進する必要がある。
・認知症は、早期発見・早期対応が重要であることから、初期段階からの治療や状態に応じた
適切なサービスが受けられる体制の構築が求められている。
・認知症高齢者の増加が見込まれていることから、介護保険施設・事業所の介護従事者は、適
切な認知症介護に関する知識及び技術をもって介護サービスを提供していくことが一層重要に
なっている。
・若年性認知症についての正しい理解や適切な対応について、認知症地域支援推進員や地域包
括支援センター等の担当者、事業主等の理解を促進することが必要である。

　取組の実施内容、実績

①認知症に関する理解の促進と本人・家族への支援

◆認知症に関する正しい理解の促進を図るため、「認知症サポーターキャラバン」活動の実施

　　・認知症サポーター　：養成者13,403名〔累計265,291名〕

　　・キャラバン・メイト：養成者87名〔累計2,580名〕

◆チームオレンジコーディネーターを対象にフォローアップ研修を開催　参加者24名
◆認知症の人を介護している家族を対象に、介護に関する知識や技術等について学ぶための家

族介護者交流会を開催　参加者60名

◆出張どこでも認知症カフェ（認知症の人本人による移動認知症カフェ）を開催

　　3市町　参加者数　137名
◆広報媒体を活用した、認知症への理解を深めるための普及・啓発を実施〔掲載内容〕県内市

町における認知症カフェの紹介

◆世界アルツハイマー月間における認知症普及啓発のため、オレンジリングをイメージした県庁舎のラ
イトアップを実施

②認知症の早期発見・早期対応に向けた体制の構築

◆認知症医療連携体制の構築を図るため、認知症疾患医療センター（10カ所）において専門相

談や鑑別診断等の実施

◆地域における認知症の方への支援体制の充実を図るため、認知症サポート医を養成

　　・認知症サポート医養成研修：修了者18名〔累計290名〕

◆身近な医療機関において相談できる体制構築のため、認知症に一定の知識のある開業医等を

「栃木県もの忘れ・認知症相談医（とちぎオレンジドクター）」として登録
　　・とちぎオレンジドクター登録：18名〔累計223名〕

◆認知症サポート医等の連携強化を図り、認知症の人への支援体制の充実・強化を図るため、

とちぎオレンジドクター及び認知症サポート医を対象とした研修会を実施
　　・とちぎオレンジドクター・認知症サポート医等研修　修了者116名

　目標を設定するに至った現状と課題

介護保険事業支援計画に記載した、市町村が行う自立支援、介護予防又は重度化防止及び介護
給付の適正化に関する取組の支援についての目標（令和５年度）に対する自己評価結果

栃木県

ア　取組の支援についての自己評価結果

　項目名

認知症施策の推進



※複数項目に分ける場合には、項目ごとに様式を分けて記入する。

・自己評価結果（◎：達成率80％以上、〇：60～79％、△：30～59％、✕：29％以下）は、認知

症施策の推進に資する取組と目標として、市町が掲げた項目数全34項目中、◎：8、○：22、
△：4　という結果であった。

・認知症サポーターの養成については、多くの市町で順調に養成されている。また、コロナ禍
であっても、感染症対策を徹底した上で、開催方法の工夫等により可能な限り事業が実施され
ている。
・認知症カフェや認知症サロン、「チームオレンジ」の設置が進んでいる。引き続き、認知症サポーター等も
活用した「チームオレンジ」の取組を推進していく必要がある。

◆認知症の早期発見・早期対応を促進するため、市町に配置される認知症初期集中支援チーム

員や認知症地域支援専門員の養成研修を実施
　　・認知症初期集中支援チーム員研修：修了者29名〔累計243名〕

　　・認知症地域支援推進員養成研修：修了者46名〔累計282名〕

◆認知症地域支援推進員の活動を促進するため、有識者の講演により先進事例等の共有を行う

連絡会の開催や、関係機関等への普及啓発を行うためのチラシを作成・配布

③認知症対応力の向上

◆主治医（かかりつけ医）の認知症対応力の向上を推進するため、認知症診断の知識等につい

て学ぶ「かかりつけ医認知症対応力向上研修」を実施
　　・かかりつけ医認知症応力向上研修：修了者24名〔累計818名〕

◆多職種連携による認知症高齢者のケアや、退院支援に関する地域との連携強化を図るため、

病院に勤務する医療従事者（医師・看護師等）を対象とした「認知症対応力向上研修」を実施
　　・病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修：修了者247名〔累計3,263名〕

　  ・病院勤務以外の医療従事者向け認知症対応力向上研修：修了者326名〔累計326名〕
◆認知症の疑いのある人に早期に気づき、状況に応じた認知症ケアの実施と対応の構築を図る

ため、歯科医師等を対象とした「認知症対応力向上研修」を実施
　　・歯科医師認知症対応力向上研修：修了者19名〔累計357名〕

　　・薬剤師認知症対応力向上研修：修了者名50名〔累計614名〕

　　・看護職員認知症対応力向上研修：修了者72名〔累計574名〕

④若年性認知症への対応

◆若年性認知症の方やその家族を対象とした電話相談の実施及び若年性認知症支援コーディ

ネーターによる個別相談支援や自立支援に関わる関係者ネットワーク構築に向けた会議、市町
認知症地域支援推進員等を研修会を開催
　・若年性認知症支援ネットワーク会議：１回
　・若年性認知症支援に係る市町職員等研修会：修了者38名

　自己評価

・認知症に関する正しい知識と理解を持ち、地域で認知症の人やその家族に対して、できる範
囲で手助けをする「認知症サポーター」を中心とした支援をつなぐ「チームオレンジ」の取り
組みが全ての市町に整備されるよう、市町を支援していく必要がある。
・認知症疾患医療センターの設置・拡充により、地域包括支援センター等の地域の関係機関と
連携した支援体制は整備されてきているが、各圏域内の医療・介護関係機関等との更なる有機
的な連携の強化が求められている。

イ　管内保険者の自己評価結果の概要



ウ　まとめ（ア及びイから考察した現状・課題と対応策）

・引き続き、市町が配置する認知症地域支援推進員を養成するとともに、広告媒体等を活用し
た認知症への理解を深めるための普及・啓発を図り、認知症の人にやさしい地域づくりを推進
していく。
・認知症疾患医療センター相互の連携や情報の共有を推進し、センター機能の充実を図るた
め、認知症疾患医療センター連絡会を開催するとともに、各センターで開催される認知症疾患
医療連携協議会を活用し、医療・介護関係機関等との更なる有機的な連携を図っていく。



別紙２

都道府県名：

※複数項目に分ける場合には、項目ごとに様式を分けて記入する。

・自己評価結果（◎：達成率80％以上、〇：60～79％、△：30～59％、✕：29％以下）は、介護

給付の適正化に資する取組と目標として、市町が掲げた項目数全30項目中、◎：8、○：19、
△：3  という結果であった。

・各市町において、適正化主要５事業を実施してるが、「ケアプラン点検」については、十分
な件数を実施することができない市町がある。
・「住宅改修等の点検」については、新型コロナウイルス感染症の影響により現地調査が行えな
い市町もあったが、５類以降後、現地調査の再開が見られる。

・介護給付適正化とは、介護給付を必要とする受給者を適切に認定した上で、利用者に対する
過不足のない適切なサービスを、事業者が適切に提供するよう促すことであり、適切なサービ
スの確保とその結果としての費用の効率化を通じて介護保険制度への信頼を高め、持続可能な
介護保険制度の構築に資するものである。
・高齢者等が可能な限り、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう
支援するとともに、限られた資源を効率的・効果的に活用するために、市町（保険者）が本来
発揮するべき保険者機能の一環として、自ら介護給付適正化に取り組むべきものであり、市町
において自らの課題認識の下に介護サービスや各種事業等との連動を図り、取組を進めていく
ことが重要である。

　取組の実施内容、実績

◆多職種が連携したケアマネジメントの促進を図るため、現任の介護支援専門員を対象に医療

的知識や医療職との連携に関する研修会を実施
　・介護支援専門員医療的知識習得研修：修了者　214名
◆保険者の介護給付適正化の取組を推進するため、栃木県国民健康保険団体連合会が行う保険

者の縦覧点検支援や介護給付実績情報活用支援、担当者研修会等の介護給付適正化関連事業に
対して補助

◆介護給付適正化事業うちケアプラン点検の取組を推進するため、プランを点検する市町職員及びプ
ランを作成する介護支援専門員等が共に介護給付適正化に資するケアマネジメントについて習得する
ための研修会を実施
　・介護給付適正化支援事業（ケアマネジメント向上研修）：修了者45名

　自己評価

・栃木県国民健康保険団体連合会と協力しながら、市町の介護給付適正化事業を推進している
が、「ケアプラン点検」については、ケアマネジメント力の向上に資する市町支援を実施する
必要がある。

イ　管内保険者の自己評価結果の概要

　目標を設定するに至った現状と課題

介護保険事業支援計画に記載した、市町村が行う自立支援、介護予防又は重度化防止及び介護
給付の適正化に関する取組の支援についての目標（令和５年度）に対する自己評価結果

栃木県

ア　取組の支援についての自己評価結果

　項目名

　介護給付の適正化



ウ　まとめ（ア及びイから考察した現状・課題と対応策）

・栃木県国民健康保険団体連合会や職能団体等と連携し、効果的な帳票の活用や適切なケアプ
ラン作成に資する研修を実施するなど、引き続き、市町の介護給付適正化事業を支援してい
く。


